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１

ペ
ー
ジ

告
　
示

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
機
関
の
指
定
（
三
六
・
福
祉
政
策
課
）
…
…
１

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
変
更
（
三
七
・
福
祉
政
策

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
の
指
定
（
三
八
・
県
民
文
化
政
策
課
）
…
…
２

◯
青
少
年
に
有
害
な
興
行
の
指
定
（
三
九
・
県
民
文
化
政
策
課
）
…
…
…
２

◯
都
市
計
画
の
変
更
に
よ
る
送
付
図
書
の
縦
覧
（
四
〇
・
都
市
計
画

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
道
路
区
域
の
変
更
及
び
供
用
開
始
（
四
一
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
３

◯
宅
地
建
物
取
引
業
法
に
よ
る
公
開
に
よ
る
聴
聞
（
四
二
、
四
三
・
建

築
住
宅
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

公
　
告

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分
（
秋
田
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
３

◯
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
（
仙
北
地
域
振
興
局

農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分
（
平
鹿
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
４

秋
田
県
告
示
第
三
十
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を

次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
基

づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

告
　
　
　
　
　
　
示

し
ら
か
み
長
寿
の
里

短
期
入
所
や
か
た

居
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
あ
か
つ
き

訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス
太
陽

老
人
保
健
施
設
し
ょ
う
わ

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
マ
イ
!!
と

も
だ
ち

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
ケ
ア
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
ゆ
う
ゆ
う

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
ケ
ア
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
ゆ
う
ゆ
う

指
定
訪
問
介
護
事
業
所
ケ
ア
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ゆ
う
ゆ
う

ゆ
か
り
の
森
居
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ

ーシ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
ゆ
か
り
能
代

能
代
市
青
葉
町
五
番
三
十
三
号

山
本
郡
三
種
町
鹿
渡
字
猿
田
牛
渕
二
十
五
番
地
の
六
十
一

湯
沢
市
杉
沢
字
戸
石
崎
三
百
二
十
五
番
地

由
利
本
荘
市
荒
町
字
真
城
二
百
七
十
九
番
地
一

由
利
本
荘
市
石
脇
字
田
尻
三
十
三
番
地

由
利
本
荘
市
大
鍬
町
百
六
十
二
番
地
一

由
利
本
荘
市
一
番
堰
百
四
十
二
番
地
一

由
利
本
荘
市
一
番
堰
百
四
十
二
番
地
一

由
利
本
荘
市
一
番
堰
百
四
十
二
番
地
一

能
代
市
能
代
町
字
中
川
原
二
十
五
番
地
八

能
代
市
能
代
町
字
中
川
原
二
十
五
番
地
八

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
、
介
護
予
防
小
規
模
多
機

能
型
居
宅
介
護

短
期
入
所
生
活
介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業

福
祉
用
具
貸
与
、
介
護
予
防

福
祉
用
具
貸
与
、
特
定
福
祉

用
具
販
売
、
特
定
介
護
予
防

福
祉
用
具
販
売

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
、
介
護
予
防
短
期

入
所
療
養
介
護

介
護
予
防
通
所
介
護

介
護
予
防
通
所
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介

護介
護
予
防
訪
問
介
護

居
宅
介
護
支
援
事
業

短
期
入
所
生
活
介
護
、
介
護

予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

平
成
十
九
年
十
一
月
十
五
日

平
成
十
九
年
十
二
月
六
日

平
成
十
九
年
十
二
月
一
日

平
成
十
九
年
十
月
一
日

平
成
十
九
年
十
二
月
一
日

平
成
十
九
年
十
二
月
一
日

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
日

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
日

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
日

平
成
十
九
年
十
二
月
十
五
日

平
成
十
九
年
十
二
月
十
五
日

株
式
会
社
し
ら
か
み
長
寿
の
里
　
代
表
取

締
役
社
長
　

社
会
福
祉
法
人
縄
文
の
杜
　
理
事
長

有
限
会
社
東
北
キ
ャ
リ
ア
サ
ー
ビ
ス
　
代

表
取
締
役

株
式
会
社
大
協
　
代
表
取
締
役

医
療
法
人
荘
和
会
　
理
事
長

社
会
福
祉
法
人
中
央
会
　
理
事
長

社
会
福
祉
法
人
本
荘
久
寿
会
　
理
事
長

社
会
福
祉
法
人
本
荘
久
寿
会
　
理
事
長

社
会
福
祉
法
人
本
荘
久
寿
会
　
理
事
長

有
限
会
社
ゆ
か
り
の
森
　
代
表
取
締
役

有
限
会
社
ゆ
か
り
の
森
　
代
表
取
締
役

名
　
　
　
　
　
称

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

指

定

年

月

日

開
設
者
氏
名
又
は
名
称
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２

秋
田
県
告
示
第
三
十
八
号

秋
田
県
青
少
年
の
健
全
育
成
と
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
三

年
秋
田
県
条
例
第
三
十
三
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
図
書

を
青
少
年
に
有
害
な
図
書
類
と
し
て
指
定
し
、
平
成
二
十
年
一
月
十
八
日
か

ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
三
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
介
護
機
関
か
ら
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条

の
二
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

秋
田
県
告
示
第
三
十
九
号

秋
田
県
青
少
年
の
健
全
育
成
と
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
三

年
秋
田
県
条
例
第
三
十
三
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
興
行

を
青
少
年
に
有
害
な
興
行
と
し
て
指
定
し
、
平
成
二
十
年
一
月
十
八
日
か
ら

施
行
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

映
画

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

居
宅
介
護
支
援
ひ
ま
わ
り

の
里

居
宅
介
護
支
援
ゆ
う
ゆ
う

本
荘
由
利
広
域
市
町
村
圏

組
合
立
特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
広
洋
苑

本
荘
由
利
広
域
市
町
村
圏

組
合
立
特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
広
洋
苑
短
期
入
所
生

活
介
護
事
業
所

社
会
福
祉
法
人
本
荘
久
寿
会

理
事
長

本
荘
由
利
広
域
市
町
村
圏
組
合

管
理
者

本
荘
由
利
広
域
市
町
村
圏
組
合

管
理
者

本
荘
市
三
川
字
小
山
口
二
十
番
地

由
利
本
荘
市
一
番
堰
百
四
十
二
番
地
一

由
利
本
荘
市
岩
城
内
道
川
字
上
山
百
三

十
四
番
地

由
利
本
荘
市
岩
城
内
道
川
字
上
山
百
三

十
四
番
地

平
成
十
五
年
十
月
一
日

平
成
十
九
年
二
月
一
日

平
成
十
九
年
十
月
二
十
八
日

平
成
十
九
年
十
月
二
十
八
日

居
宅
介
護
支
援
事

業介
護
老
人
福
祉
施

設短
期
入
所
生
活
介

護

名
　
　
　
　
　
　
称

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

所
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
地

居
宅
介
護
支
援
ひ
ま
わ

り居
宅
介
護
支
援
ひ
ま
わ

り
の
里

由
利
本
荘
市
浜
三
川
字

小
山
口
二
十
番
地

由
利
本
荘
市
岩
城
内
道

川
字
井
戸
ノ
沢
二
十
六

番
地
一

由
利
本
荘
市
岩
城
内
道

川
字
井
戸
ノ
沢
二
十
六

番
地
一

変
　
　
　
更
　
　
　
事
　
　
　
項

居
宅
介
護
支
援
ひ
ま
わ

り
の
里

居
宅
介
護
支
援
ゆ
う
ゆ

う由
利
本
荘
市
一
番
堰
百

四
十
二
番
地
一

由
利
本
荘
市
岩
城
内
道

川
字
上
山
百
三
十
四
番

地由
利
本
荘
市
岩
城
内
道

川
字
上
山
百
三
十
四
番

地
変
　
　
更
　
　
後

変
　
　
更
　
　
前

変
　
更
　
年
　
月
　
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

指
定
番
号

一
〇
四
九
五

一
〇
四
九
六

指
定
理
由

著
し
く
青

少
年
の
粗
暴

性
又
は
残
虐

性

を

誘

発

し
、
又
は
助

長
し
、
そ
の

健
全
な
育
成

を
阻
害
す
る

お
そ
れ
が
あ

る
。著

し
く
青

少
年
の
性
的

感
情
を
刺
激

発
　
行
　
所

笠

倉

出

版

社

日
本
文
芸
社

図
　
　
書
　
　
名

チ
ャ
ン
プ
ロ
ー
ド
　
２
月
号

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
超
上
級
テ
ク

ニ
ッ
ク
＋
裏
サ
イ
ト
１
０
０

０

一
〇
四
九
六

一
〇
四
九
七

一
〇
四
九
八

一
〇
四
九
九

一
〇
五
〇
〇

一
〇
五
〇
一

一
〇
五
〇
二

一
〇
五
〇
三

一
〇
五
〇
四

一
〇
五
〇
五

著
し
く
青

少
年
の
性
的

感
情
を
刺
激

し
、
そ
の
健

全
な
育
成
を

阻
害
す
る
お

そ

れ

が

あ

る
。

日

本

文

芸

社

コ
ア
マ
ガ
ジ
ン

リ

ブ

レ

出

版

竹

書

房

セ

ブ

ン

新

社

三
和
出
版
株
式
会

社サ

ン

出

版

ア
ン
チ
メ
デ
ィ
ア

月
刊
ア
キ
タ
で
ナ

イ
ト
編
集
部

ワ
ー
ク
ス
ジ
ャ
パ

ン

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
超
上
級
テ
ク

ニ
ッ
ク
＋
裏
サ
イ
ト
１
０
０

０ｄ
ｒ
ａ
ｐ
　
ド
ラ
　
２
月
号

ビ
ー
ボ
ー
イ
ゴ
ー
ル
ド
　
２

月
号

愛
の
体
験
ｓ
ｐ
ｅ
ｃ
ｉ
ａ
ｌ

デ
ラ
ッ
ク
ス
　
２
月
号

微
熱
Ｓ
Ｕ
Ｐ
Ｅ
Ｒ
デ
ラ
ッ
ク

ス
２
月
号

レ
デ
ィ
ー
ス
コ
ミ
ッ
ク
・
タ

ブ
ー
　
２
月
号

コ
ミ
ッ
ク
ア
ム
ー
ル
　
２
月

号遊
名
人
　
１
月
号

Ａ
Ｋ
Ｉ
Ｔ
Ａ
　
Ｄ
ｅ
　
Ｎ
ｉ

ｇ
ｈ
ｔ
　
１
月
号

ソ
ー
プ
ラ
ン
ド
ヘ
ブ
ン
東
海

版
２
０
０
８
年
度
版

一
〇
五
〇
五

ワ
ー
ク
ス
ジ
ャ
パ

ン

ソ
ー
プ
ラ
ン
ド
ヘ
ブ
ン
東
海

版
２
０
０
８
年
度
版

指
定
番
号

六
五
九
七

六
五
九
八

六
五
九
九

指
定
理
由

著
し
く
青

少
年
の
性
的

感
情
を
刺
激

し
、
及
び
著

し
く
青
少
年

配

給

元

ア
ー
ト
ポ
ー
ト

ト
ル
ネ
ー
ド
フ
ィ

ル
ム

オ
ー
ピ
ー
映
画

題
　
　
　
　
名

シ
ス
タ
ー
ズ

ア
ダ
ル
ト
ビ
デ
オ
の
作
り
方

四
十
路
の
密
つ
ぼ
　
〜
男
好

き
な
肉
体
〜
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二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

三
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場

所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
二
十
年
一
月
十
八
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
四
十
二
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の
規
定
に

よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
開
の
聴
聞
を
行
う
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
十
六
条
の
十
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
聴
聞
の
日
時
　
平
成
二
十
年
一
月
二
十
八
日
　
午
前
十
時

二
　
聴
聞
の
場
所
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
県
庁
本
庁
舎
七
階
七

十
一
会
議
室

三
　
被
聴
聞
者
の
住
所
及
び
氏
名

（一）

住
所
　
横
手
市
神
明
町
一
番
一
号

（二）

朝
日
綜
合
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
熊
谷
　
邦
夫

秋
田
県
告
示
第
四
十
三
号

宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
の
規
定
に

よ
る
行
政
処
分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び
同
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
六
条
の
十
五
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
公
開
の
聴
聞
を
行
う
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
十
六
条
の
十
五
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
聴
聞
の
日
時
　
平
成
二
十
年
一
月
二
十
八
日
　
午
前
十
一
時

二
　
聴
聞
の
場
所
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
県
庁
本
庁
舎
七
階
七

十
一
会
議
室

三
　
被
聴
聞
者
の
住
所
及
び
氏
名

（一）

住
所
　
秋
田
市
横
森
五
丁
目
一
番
二
十
六
号
　
ス
カ
イ
ハ
イ
ツ
か
ま

だ
二
〇
三
号

（二）

小
田
島
　
弘
樹

秋
田
県
告
示
第
四
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
横
手
市
長
か
ら
都

市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
四
十
九
号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
縦
覧
に
供
す
べ
き
図
書

横
手
都
市
計
画
市
街
地
再
開
発
事
業
（
横
手
駅
東
口
第
一
地
区
）
の
変

平
成
二
十
年
一
月
四
日
県
営
土
地
改
良
事
業
（
井
川
東
部
地
区
全
工
区
ほ

場
整
備
事
業
）
の
換
地
処
分
を
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年

法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
十
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
仙
北
郡
中
仙
町
清
水
北
部
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お

り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
退
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
仙
市
清
水
字
下
黒
土
千
八
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
高
畠
　
良
市

更
の
総
括
図
、
計
画
図
及
び
計
画
書

二
　
縦
覧
場
所

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号
　
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課

秋
田
県
告
示
第
四
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

公
　
　
　
　
　
　
告

六
五
九
九

六
六
〇
〇

六
六
〇
一

六
六
〇
二

六
六
〇
三

六
六
〇
四

し
、
及
び
著

し
く
青
少
年

の
粗
暴
性
又

は
残
虐
性
を

誘
発
し
、
又

は
助
長
し
、

そ
の
健
全
な

育
成
を
阻
害

す
る
お
そ
れ

が
あ
る
。

オ
ー
ピ
ー
映
画

オ
ー
ピ
ー
映
画

ト
ル
ネ
ー
ド
フ
ィ

ル
ム

オ
ー
ピ
ー
映
画

新

日

本

映

像

新

日

本

映

像

四
十
路
の
密
つ
ぼ
　
〜
男
好

き
な
肉
体
〜

ふ
た
り
の
妹
　
む
し
ゃ
ぶ
り

発
情
白
書

ア
ダ
ル
ト
ビ
デ
オ
が
で
き
る

ま
で

兄
嫁
の
谷
間
　
敏
感
色
っ
ぽ

い喪
服
妻
と
老
人
　
昇
天
奥
義

新
日
本
映
像
ニ
ュ
ー
ス

一
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間

道
路
の
種
類

県

道

路
　
　
線
　
　
名

本
荘
岩
城
線

本
荘
岩
城
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

二
〇
・
〇
〇
〜
一
二
〇
・
〇
〇

二
〇
・
〇
〇
〜
一
六
四
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

〇
・
二
四
五

〇
・
二
四
五

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

由
利
本
荘
市
岩
城
赤
平
字
向
山
一
番
四
か
ら
冨
田
字
根
本
四
六
番
一
地
先
ま
で

〃
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大
仙
市
清
水
字
金
鎧
二
百
六
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
明
平
　
吉
芳

〃
　
　
〃
　
　
下
黒
土
二
百
二
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
草
　
　
俊
男

〃
　
　
長
野
字
神
林
八
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柴
田
　
清
光

〃
　
　
清
水
字
上
黒
土
九
百
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
　
圀
彦

〃
　
　
〃
　
　
上
黒
土
二
百
四
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
　
豊
治

〃
　
　
〃
　
　
上
黒
土
百
三
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
田
口
　
力
也

〃
　
　
〃
　
　
上
黒
土
二
百
九
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
大
畠
清
三
郎

〃
　
　
〃
　
　
金
鎧
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
橋
　
英
龍

〃
　
　
〃
　
　
下
黒
土
五
百
六
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
　
浩
之

〃
　
　
〃
　
　
下
黒
土
千
二
百
三
十
四
番
地
　
　
　
　
　
高
橋
　
弘
文

二
　
就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

大
仙
市
清
水
字
下
黒
土
千
八
十
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
高
畠
　
良
市

〃
　
　
〃
　
　
金
鎧
二
百
六
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
明
平
　
吉
芳

〃
　
　
〃
　
　
下
黒
土
二
百
二
十
二
番
地
　
　
　
　
　
　
草
　
　
俊
男

〃
　
　
長
野
字
神
林
八
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
柴
田
　
清
光

〃
　
　
清
水
字
上
黒
土
百
三
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
田
口
　
力
也

〃
　
　
〃
　
　
上
黒
土
二
百
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
　
豊
治

〃
　
　
〃
　
　
上
黒
土
二
百
九
十
一
番
地
　
　
　
　
　
　
大
畠
清
三
郎

〃
　
　
〃
　
　
上
黒
土
九
百
十
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
伊
藤
　
圀
彦

〃
　
　
〃
　
　
金
鎧
十
三
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
橋
　
英
龍

〃
　
　
〃
　
　
下
黒
土
千
二
百
十
四
番
地
　
　
　
　
　
　
高
橋
　
弘
文

〃
　
　
〃
　
　
下
黒
土
五
百
六
十
番
地
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
　
浩
之

平
成
二
十
年
一
月
八
日
県
営
土
地
改
良
事
業
（
境
町
北
部
地
区
経
営
体
育

成
基
盤
整
備
事
業
）
の
換
地
処
分
を
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十

四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
十
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

平
成
二
十
年
一
月
八
日
（
第
千
九
百
四
十
二
号
）
掲
載
の
監
査
委
員
公
告

（
原
稿
誤
り
）

五
　
　
　
下
　
　
終
わ
り
か
ら

八

正
　
　
　
　
　
　
誤

ペ
ー
ジ
　
　
段
　
　
　
　
行
　
　
　
　
　
　
誤
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　

平
成
1
9
年
１
月
８

日

平
成
2
0
年
１
月
８

日

古紙配合率100％

発

行

者

秋
　
　
田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）

E
-m
ail:m

atsu
b
ara@

m
atsu

b
arain

satsu
.co.jp


